
10

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

余
市
町
役
場
　
町
民
生
活
係

℡
21
―
２
１
２
０

※
ご
利
用
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
申

し
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

予
備
自
衛
官
補
を
４
月
13
日
b
ま

で
の
間
募
集
・
受
付
し
ま
す
。

◆
応
募
資
格

【
一
般
】
18
歳
以
上
34
歳
未
満
の
者

【
技
能
】
18
歳
以
上
で
衛
生
・
語
学
・

自
動
車
整
備
士
等
の
国
家
資

格
等
を
有
す
る
者
（
資
格
に

応
じ
53
〜
55
歳
未
満
）

◆
試
験
日

平
成
21
年
４
月
18
日
g
、

19
日
a
20
日
b
の
い
ず
れ
か
１
日

【
問
い
合
わ
せ
先
】

自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本
部
小
樽
地

域
事
務
所

℡
０
１
３
４
―
22
―
５
５
２
１

平
成
21
年
度
か
ら
労
働
保
険
の
年

度
更
新
時
期
が
、
社
会
保
険
の
算
定

基
礎
届
の
提
出
期
間
と
統
一
さ
れ
、

従
来
の
４
月
１
日
か
ら
５
月
20
日
ま

で
か
ら
、
６
月
１
日
か
ら
７
月
10
日

ま
で
に
変
わ
り
ま
す
。

な
お
、
労
働
保
険
料
の
算
定
対
象

現
在
、
印
鑑
登
録
証
明
書
に
使
用

し
て
い
る
登
録
印
の
改
印
は
無
料
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
平
成
21
年
４
月

１
日
よ
り
500
円
の
手
数
料
を
納
め
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
改

印
を
予
定
し
て
い
る
方
は
お
早
め
に

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

次
の
と
お
り
無
料
法
律
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
。
金
銭
・
不
動
産
な
ど

で
お
困
り
の
方
は
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

◆
日
時

３
月
18
日
d

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

◆
場
所

余
市
中
央
公
民
館
２
階

◆
定
員

６
人
。
１
人
の
相
談
時
間

は
30
分
。

期
間
は
従
来
ど
お
り
４
月
１
日
か
ら

３
月
31
日
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

年
度
更
新
申
請
書
は
、
６
月
初
旬
に

郵
送
さ
れ
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

北
海
道
労
働
局
総
務
部
労
働
保
険
適

用
室℡

０
１
１
―
７
０
９
―
２
３
１
１

ま
た
は
最
寄
の
労
働
基
準
監
督
署

国
民
年
金
の
保
険
料
は
、
支
払
い

方
法
に
よ
っ
て
、
お
ト
ク
な
割
引
が

あ
り
ま
す
。
平
成
21
年
度
の
保
険
料

に
つ
い
て
は
、
１
年
度
分
を
現
金
払

い
で
前
納
し
た
場
合
「
３,

１
２
０

円
」
の
割
引
に
な
り
ま
す
。

こ
の
他
に
も
割
引
制
度
が
あ
り
ま

す
の
で
、
次
の
社
会
保
険
事
務
所
へ

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

小
樽
社
会
保
険
事
務
所
　
国
民
年
金

業
務
課

℡
０
１
３
４
│
23
│
４
２
３
６

平
成
21
年
４
月
分
か
ら
保
険
料

が
月
額
１
４,

６
６
０
円
に
改
定

に
な
り
ま
す
。




